
　　　　　　　　　　「第４次総合計画第３次実施計画」作成調書 （単位：千円）

①基本計画の体系 大綱４　（２３）　循環型社会 ③ 担 当 課 住民部環境課

② 事 務 事 業 名 清掃事業一般事務経費 ④ 整 理 用 コ ー ド 4 23 1 3 2

⑤１０年後のまちの姿 町全体で環境について考え、住民が自ら主体となって環境にやさしい行動をしています。

⑦　　　S D G ｓ １１【持続可能な都市】 住み続けられるまちづくりを ターゲット １１．６

⑧　事　業　内　容 ⑨ 概 算 事 業 費

（１） 清掃業務に係る経費 2,822

（２）

（３）

（４）

（５）

（１） 清掃業務に係る経費（ごみ処理手数料改定に伴う関連経費を含む） 5,394

（２）

（３）

（４）

（５）

（１） 清掃業務に係る経費（ごみ処理手数料改定に伴う関連経費を含む） 4,275

（２）

（３）

（４）

（５）

（１） 清掃業務に係る経費 3,284

（２）

（３）

（４）

（５）

年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 合計

国・府補助金 1,033 226 254 254 1,767

地方債 0 0 0 0 0

その他 135 378 135 135 783

一般財源 1,654 4,790 3,886 2,895 13,225

概算事業費（合計） 2,822 5,394 4,275 3,284 15,775

（備考）移譲事務交付金　交付金算定による　

⑥ 事 務 事 業 概 要 清掃事務をスムーズに行えるよう包括的経費をもって事務処理、負担金処理を行う。

６年度

７年度

８年度

９年度

⑩ 財 源



　　　　　　　　　　「第４次総合計画第３次実施計画」作成調書 （単位：千円）

①基本計画の体系 大綱４　（２３）　循環型社会 ③ 担 当 課 住民部環境課

② 事 務 事 業 名 ごみ収集事業 ④ 整 理 用 コ ー ド 4 23 1 3 2

⑤１０年後のまちの姿 町全体で環境について考え、住民が自ら主体となって環境にやさしい行動をしています。

⑦　　　S D G ｓ １２【持続可能な消費と生産】 つくる責任つかう責任 ターゲット １２．５

⑧　事　業　内　容 ⑨ 概 算 事 業 費

（１） 粗大・不燃ごみ申込による事務経費 5,842

（２） 可燃ごみの指定袋による収集に係る事務経費 21,506

（３） 可燃ごみ等収集業務等に係る経費 195,204

（４） 不法投棄に伴う処分費用 120

（５） 小型電子機器等回収処理業務 44

（１） 粗大・不燃ごみ申込による事務経費 4,860

（２） 可燃ごみの指定袋による収集に係る事務経費 26,657

（３） 可燃ごみ等収集業務等に係る経費 199,805

（４） 不法投棄に伴う処分費用 104

（５） 小型電子機器等回収業務 44

（１） 粗大・不燃ごみ申込による事務経費 5,148

（２） 可燃ごみの指定袋による収集に係る事務経費 27,081

（３） 可燃ごみ等収集業務等に係る経費 202,336

（４） 不法投棄に伴う処分費用 107

（５） 小型電子機器等回収業務 33

（１） 粗大・不燃ごみ申込による事務経費 4,992

（２） 可燃ごみの指定袋による収集に係る事務経費 27,077

（３） 可燃ごみ等収集業務等に係る経費 202,336

（４） 不法投棄に伴う処分費用 107

（５） 小型電子機器等回収業務 33

年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 合計

国・府補助金 225 227 0 0 452

地方債 0 0 0 0 0

その他 30,539 30,169 63,852 63,917 188,477

一般財源 191,952 201,074 170,853 170,628 734,507

概算事業費（合計） 222,716 231,470 234,705 234,545 923,436

（備考）

⑥ 事 務 事 業 概 要

ごみ処理有料制を維持しつつ、可燃ごみ処理手数料の見直し並びにごみ袋ミニサイズの追加導入を行うことにより、ごみの減量化・再資源化
を促進する。粗大・不燃ごみについては、排出者の利便性向上のため高齢者や障害者のみの世帯等を対象とした運びだしサポートやイン
ターネット申込みを継続し、小型不燃ごみの拠点回収の利用促進を図る。使用済小型電子機器等の回収については、実証事業より得た知識
等を基に安定的・効率的に実施する。

６年度

７年度

８年度

９年度

⑩ 財 源



　　　　　　　　　　「第４次総合計画第３次実施計画」作成調書 （単位：千円）

①基本計画の体系 大綱４　（２３）　循環型社会 ③ 担 当 課 住民部環境課

② 事 務 事 業 名 最終処分事業 ④ 整 理 用 コ ー ド 4 23 2 1 2

⑤１０年後のまちの姿 一般廃棄物処理施設では、環境にやさしい処理が行われています。

⑦　　　S D G ｓ １２【持続可能な消費と生産】 つくる責任つかう責任 ターゲット １２．４

⑧　事　業　内　容 ⑨ 概 算 事 業 費

（１） 広域廃棄物処理場整備事業負担金 1,381

（２） 太陽光発電設備等設置事業にかかる熊取町土地開発公社用地使用料 122

（３）

（４）

（５）

（１） 広域廃棄物処理場整備事業負担金 1,740

（２） 太陽光発電設備等設置事業にかかる熊取町土地開発公社用地使用料 122

（３）

（４）

（５）

（１） 広域廃棄物処理場整備事業負担金 1,740

（２） 太陽光発電設備等設置事業にかかる熊取町土地開発公社用地使用料 119

（３）

（４）

（５）

（１） 広域廃棄物処理場整備事業負担金 1,740

（２） 太陽光発電設備等設置事業にかかる熊取町土地開発公社用地使用料 119

（３）

（４）

（５）

年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 合計

国・府補助金 0 0 0 0 0

地方債 0 0 0 0 0

その他 122 1,514 1,514 1,514 4,664

一般財源 1,381 348 345 345 2,419

概算事業費（合計） 1,503 1,862 1,859 1,859 7,083

（備考）

⑥ 事 務 事 業 概 要
本町で生じた廃棄物（環境センターの焼却残渣等）の最終処分については、大阪府の広域処理場整備対象港湾において広域処理場の建設、管理業務に係る費用の一部を
負担することにより、市町村域、府県域をこえて関係者が共同で利用できる廃棄物の最終処分場を確保し、圏域全体の長期的、安定的な廃棄物の処理を図る。また、青池
最終処分場跡地のうち、町土地開発公社が保有する部分を町が借り受け、事業者主体の太陽光発電設備等設置事業を継続して実施する。

６年度

７年度

８年度

９年度

⑩ 財 源



　　　　　　　　　　「第４次総合計画第３次実施計画」作成調書 （単位：千円）

①基本計画の体系 大綱４　（２３）　循環型社会 ③ 担 当 課 住民部環境課

② 事 務 事 業 名 し尿収集事業 ④ 整 理 用 コ ー ド 4 23 1 3 2

⑤１０年後のまちの姿 町全体で環境について考え、住民が自ら主体となって環境にやさしい行動をしています。

⑦　　　S D G ｓ １２【持続可能な消費と生産】 つくる責任つかう責任 ターゲット １２．４

⑧　事　業　内　容 ⑨ 概 算 事 業 費

（１） し尿汲み取りに係る委託経費 49,268

（２）

（３）

（４）

（５）

（１） し尿汲み取りに係る委託経費 49,824

（２）

（３）

（４）

（５）

（１） し尿汲み取りに係る委託経費 49,763

（２）

（３）

（４）

（５）

（１） し尿汲み取りに係る委託経費 49,763

（２）

（３）

（４）

（５）

年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 合計

国・府補助金 0 0 0 0 0

地方債 0 0 0 0 0

その他 0 0 0 0 0

一般財源 49,268 49,824 49,763 49,763 198,618

概算事業費（合計） 49,268 49,824 49,763 49,763 198,618

（備考）

⑥ 事 務 事 業 概 要
し尿収集は、環境保全や公衆衛生上必要不可欠なものであり、迅速かつ効率的な収集・運搬体制を維持する必要があるため、
公共下水道の普及による収集量の減少を踏まえつつ、効率的な収集・運搬体制を維持する。

６年度

７年度

８年度

９年度

⑩ 財 源



　　　　　　　　　　「第４次総合計画第３次実施計画」作成調書 （単位：千円）

①基本計画の体系 大綱４（２３）循環型社会 ③ 担 当 課 環境センター

② 事 務 事 業 名 ごみ処理の広域化の検討 ④ 整 理 用 コ ー ド 4 23 2 2 1

⑤１０年後のまちの姿 一般廃棄物処理施設では、環境にやさしい処理が行われています。

⑦　　　S D G ｓ １２【持続可能な消費と生産】 つくる責任　つかう責任 タ－ゲット 12.4

⑧　事　業　内　容 ⑨ 概 算 事 業 費

（１） 将来的なごみ処理について、広域化に向けた関係機関との協議等の実施

（２） 環境影響評価手続業務 9,443

（３） 環境影響事後評価業務 769

（４） 都市計画決定支援業務 515

（５）

（１） 将来的なごみ処理について、広域化に向けた関係機関との協議等の実施

（２） 環境影響事後評価業務 1,178

（３） 都市計画決定支援業務 629

（４） 施設整備発注支援業務 5,152

（５）

（１） 将来的なごみ処理について、広域化に向けた関係機関との協議等の実施

（２） 環境影響事後評価業務 59

（３） 施設整備発注支援業務 4,301

（４）

（５）

（１） 将来的なごみ処理について、広域化に向けた関係機関との協議等の実施

（２） 環境影響事後評価業務 59

（３）

（４） ※新炉建設費用は概算額確定後記載

（５）

年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 合計

国・府補助金 0

地方債 0

その他 0

一般財源 10,727 6,959 4,360 59 22,105

概算事業費（合計） 10,727 6,959 4,360 59 22,105

（備考）

⑥ 事 務 事 業 概 要 施設の老朽化が進む環境センターについては、広域化を視野に入れながら検討を行う。

６年度

７年度

８年度

９年度

⑩ 財 源



　　　　　　　　　　「第４次総合計画第３次実施計画」作成調書 （単位：千円）

①基本計画の体系 大綱４（２３）循環型社会 ③ 担 当 課 環境センター

② 事 務 事 業 名 環境センター運営事業 ④ 整 理 用 コ ー ド 4 23 2 1 2

⑤１０年後のまちの姿 一般廃棄物処理施設では、環境にやさしい処理が行われています。

⑦　　　S D G ｓ １２【持続可能な消費と生産】 つくる責任　つかう責任 タ－ゲット 12.4

⑧　事　業　内　容 ⑨ 概 算 事 業 費

（１） 施設の適切な維持管理

（２） リサイクル品提供等を通じた循環型社会形成の推進

（３） 破砕機主軸整備 24,200

（４）

（５）

（１） 施設の適切な維持管理

（２） リサイクル品提供等を通じた循環型社会形成の推進

（３） NO.2不燃物搬送コンベヤ修繕 30,833

（４）

（５）

（１） 施設の適切な維持管理

（２） リサイクル品提供等を通じた循環型社会形成の推進

（３） 2t車の購入 11,365

（４） No.1ダスト搬出装置の整備 7,111

（５） No.2ダスト搬出装置の整備 20,963

（１） 施設の適切な維持管理

（２） リサイクル品提供等を通じた循環型社会形成の推進

（３） 二軸破砕機の整備 49,360

（４）

（５）

年度 令和６年度 令和７年度 令和８年度 令和９年度 合計

国・府補助金 0

地方債 0

その他 0

一般財源 24,200 30,833 39,439 49,360 143,832

概算事業費（合計） 24,200 30,833 39,439 49,360 143,832

（備考）

⑥ 事 務 事 業 概 要
環境センターの適切かつ効率的な維持管理及び施設の長寿命化に向けた計画的な維持補修を行うとともに、ごみの減量化とリ
サイクルの推進を図る。

６年度

７年度

８年度

９年度

⑩ 財 源


